
参考 2 
 

～新制度の概要とその後の改革の方向性～ 

○国保：全年齢で都道府県単位の財政運営
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　　保険者間の財政調整

　　　○システム改修
　　　○新制度の周知
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＜第１段階 (施行日：平成25年3月1日）＞

●現行の財政調整の仕組みを踏襲（一部公費拡充）

○加入する制度を年齢で区分しない

●国保：都道府県単位と市町村単位の財政運営が併存

保険者間の財政調整

 ○第１段階の検証
 ○第２段階の
　　　　　　制度検討
 ○移行準備

国　　保 被用者保険

＜第２段階　平成30年度（目標）～＞

　

　　　第１段階の施行から５年後を目標とする

（※現役並み所得者には公費投入なし）

65歳

75歳

○目標時期を今回の法案に明記する

○公費のあり方等を検討する仕組みとし、法律に明記

○第２段階に向けて国と地方の協議の場を設置

＜現行制度　平成20年度～＞

【支援金】
平成22～24年度
　2/3を加入者割
　1/3を総報酬割
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共同運営

財政調整のあり方をどうするか

保険料のあり方を
どうするか

※多額の一般会計繰
入が解消されるのか

事務体制のあり
方をどうするか

費用負担のあり方をどうするか
※公費拡充の財源確保は

 


